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照明設備の更新に係る技術資料

次の事業の照明器具の更新において、以下の項目を確認しました。本チェックリスト及び付随する技術資料の記載事項は、事実と相違ありません。
また、募集要項10(4)に記載のとおり、技術資料に虚偽の記載がある場合や募集要項に違反すると認められる場合等は失格となることを理解しています。

事業名：区民文化センター・図書館等照明ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業

【チェックリスト】
　１　西区民文化センター・西区図書館　２階図書室
□　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の割付図面（パターン①、パターン②及びパターン③）を添付しています。
□　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の仕様図面（パターン①、パターン②及びパターン③で使用する全ての器具）を添付しています。
□　照明器具一覧兼事業費算出表（様式３－７）の作成に当たり、技術資料に記載した照明器具等の費用を適切に計上しています。
※　割付図面及び仕様図面は、採用する照明器具の製造業者が責任を持って作成したものとし、全ての照明器具について、寸法等の仕様を示すこと。

　２　西区民文化センター・西区図書館　３階大会議室
□　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の割付図面（パターン④）を添付しています。
□　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の仕様図面（パターン④で使用する全ての器具）を添付しています。
□　照明器具一覧兼事業費算出表（様式３－７）の作成に当たり、技術資料に記載した照明器具等の費用を適切に計上しています。
※　割付図面及び仕様図面は、採用する照明器具の製造業者が責任を持って作成したものとし、全ての照明器具について、寸法等の仕様を示すこと。

　３　佐伯区民文化センター・佐伯区図書館　２階大会議室
□　既設調光照明システムの改修内容及び改修範囲を明記した資料を添付しています。
□　採用する照明器具の製造業者が作成した更新後の調光照明システムの系統図を添付しています。
□　照明器具一覧兼事業費算出表（様式３－７）の作成に当たり、技術資料に記載した照明器具等の費用を適切に計上しています。
※　仕様図面は、採用する照明器具の製造業者が責任を持って作成したものとし、全ての照明器具について、調光機能の有無等の仕様を示すこと。

注１　照明器具一覧兼事業費算出表（様式３－７）の作成に当たり、本チェックリストを活用し、提案書にあわせて提出すること。
[bookmark: _Hlk219893465]注２　該当する項目は■とし、本技術資料に係る全ての費用を確実に見込むこと。なお、■としていない項目がある場合、募集要項10(4)に該当し、失格となります。
注３　２ページ以降は提出不要。

照明設備の更新に係る技術資料の作成における留意事項


１　西区民文化センター・西区図書館について
　⑴　趣旨
当該施設は、建築当初より意匠性を重視したデザインが採用されており、建築物の制約、既設照明器具の配置、仕様を踏まえた特殊仕様の照明器具の設計を行う必要がある。
そこで、代表室として、２階図書室及び３階大会議室の既設照明器具について、具体的な提案を求めることとする。

　⑵　提案内容及び提案条件
　　２階図書室及び３階大会議室については、一般的な照明器具とは異なる特殊寸法で製作されており、既製品のＬＥＤ照明器具では寸法が合致しないことから、寸法条件を踏まえた照明器具を設計する必要がある。
　　以下の提案条件は、既存図面を基に設定したものである。優先交渉権者の決定後に実施する現地調査・詳細設計時に現地の寸法等を再度確認し、必要に応じて器具の見直しを行うこと。

【提案内容（提出資料）】
　以下の資料を技術資料として提出すること。
ア　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の割付図面（パターン①、パターン②、パターン③及びパターン④）
イ　採用する照明器具の製造業者が作成した照明器具の仕様図面（パターン①、パターン②、パターン③及びパターン④）

【提案条件①：前提条件】
ア　ＬＥＤ照明への更新は器具交換とする。
イ　天井改修を伴わない方法とする。
　ウ　室内の照度及び照明器具の機能は既設と同等以上とする。
　エ　提案条件②で示す寸法に対し、過不足のないよう照明器具の設計を行う。当寸法に合致しない提案は、不可とする。なお、リニューアルプレートの使用は認めない。
　オ　光源（ライトバー）及び電源ユニットは汎用品とし、容易に交換可能なものとする。

【提案条件②：既存照明器具の配置等】
既設照明器具について、以下の照明器具配置のとおりＦＬＲ４０Ｗ×２灯を複数台配置し、角には設備プレートが配置されている。なお、２階図書室の照明器具配置は、正方形の１辺を示したものである。








　　ア　２階図書室の照明器具配置（パターン①）

[image: ]


　　　　：既設照明器具（寸法：１９，９２０×３２８、ＦＬＲ４０Ｗ×２灯、１６台、ルーバー付）　　　　　
　　　　：既設設備プレート（寸法：３２８×３２８）
　※　既設設備プレートはスピーカー用のため、既設流用すること。

　　イ　２階図書室の照明器具配置（パターン②）
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　　　　：既設照明器具（寸法：１４，９４０×３２８、ＦＬＲ４０Ｗ×２灯、１２台、ルーバー付）　　　　　
　　　　：既設設備プレート（寸法：３２８×３２８）
　※　既設設備プレートはスピーカー用のため、既設流用すること。

　　ウ　２階図書室の照明器具配置（パターン③）
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　　　　：既設照明器具（寸法：３，７６２×３２８、ＦＬＲ４０Ｗ×２灯、３台、ルーバー付）　　　　　
　　　　：既設設備プレート（寸法：３２８×３２８）
　※　既設設備プレートはスピーカー用のため、既設流用すること。

　　エ　３階大会議室（パターン④）

[image: ]









　　　　：：既設照明器具（ＦＬＲ４０Ｗ×２灯、６台、アクリル板付）
　　　　：：既設照明器具（ＦＬＲ４０Ｗ×２灯、３台、アクリル板付）　　　　　　　　
　　　　：既設設備プレート
　※　既設設備プレートは撤去とする。

２　佐伯区民文化センター・佐伯区図書館について
　⑴　趣旨
当該施設は、建築当初より意匠性及び機能性を重視した照明システムが採用されており、既設調光機能を踏まえた照明設計を行う必要がある。
そこで、代表室として、２階大会議室の調光照明システムについて、具体的な提案を求めることとする。

　⑵　提案内容及び提案条件
　　　２階大会議室については、ＳＰ－５０（ＦＬ４０Ｗ×２灯用×８４台）、壁面スイッチ、調光装置及び操作盤で調光照明システムを構築しており、ＬＥＤ照明への更新後においても、既設と同等以上の機能を有し、施設利用者が使いやすい設備とする必要がある。（別途既存図面及び現況写真を参照。）
　以下の提案条件は、既存図面を基に設定したものである。優先交渉権者の決定後に実施する現地調査・詳細設計時に現地の調光照明システムを再度確認し、必要に応じてシステムの見直しを行うこと。

【提案内容（提出資料）】
　以下の資料を技術資料として提出すること。
ア　既設調光照明システムの改修内容及び改修範囲を明記した資料
イ　採用する照明器具の製造業者が作成した更新後の調光照明システムの系統図

【提案条件①：前提条件】
ア　ＬＥＤ照明への更新は器具交換とする。
イ　天井改修を伴わない方法とする。
　ウ　調光システムの機能及び操作性は既設と同等以上とする。

３　その他
⑴　西区民文化センター・西区図書館の照明器具割付図及び照明器具仕様図は、それぞれＡ４又はＡ３サイズとし、枚数は指定しない。ただし、図面名称（照明器具割付図又は照明器具仕様図）、施設名、対象室名、パターン名を記載すること。
⑵　佐伯区民文化センター・佐伯区図書館の改修内容、改修範囲及び更新後のシステムは、それぞれＡ４又はＡ３サイズとし、枚数は指定しない。ただし、図面名称（改修内容、改修範囲又は更新後のシステム）、施設名、対象室名を記載すること。
⑶　佐伯区民文化センター・佐伯区図書館２階大会議室の調光装置完成図面は、本事業への応募者資格等があると確認された者に配付する。
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